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厚生労働省職業安定局

雇用開発企画課長

新型コロナウイノレス感染症の影響に伴う雇用調整助成金に係る周知

啓発等への御協力について（依頼）

厚生労働行政の推進につきましては、平素より格別の御協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。

厚生労働省においては、景気の変動などの経済上の理由により事業活動の縮

小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練等により労働者の雇用の維持を

図った場合に、それにかかった費用を助成する雇用調整助成金を運用しており

ます。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくさ

れた事業主に対する支援として、雇用調整助成金においては、新型コロナウイ

ノレス感染症の影響を受ける全業種の事業主を特例措置の対象事業主とするとと

もに、対象となる労働者の拡充等の措置を行ったところです。

厚生労働省においても、雇用調整助成金の特例措置について、事業主に行き

届くよう周知啓発等に尽力しておりますが、貴団体におかれましでも、傘下の

事業主に対して、別添の周知資料を活用していただき、雇用維持を支援する雇

用調整助成金の周知啓発等の御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し

上げます。

また、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の労働施策に関す

る相談窓口を都道府県労働局に開設しておりますので、都道府県労働局の H p 

への事業主の誘導を、併せてお願いいたします。
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雇用の維持を図る事業主を支援します

｜ 雇用調整助成金 ［ 

雇用調整朗成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活

動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等（休業および教育訓練〉または出向を

行って労働者の雇用の維持を図る揚合に、休業手当、賃金などの一部を助成するちのです。

教育訓練を実施した揚合には、教育訓練費が加算されます。

・支給対象・
・支給対象事業主：雇用保険適用事業所

・支給対象労働者：雇用保険被保険者

ただし、休業等の実施単位となる判定基礎期間（賃金締め切り期間）の初日の前日、または
出向を開始する日の前日において、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期聞が
6か月未満の労働者等は対象になりません。

＠主な支給要件・
・ 最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて 10%以上減少していること。

・ 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が

前年同期と比べ、一定規模以上（＊）増加していないこと。

＊大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は 10%を超えてかつ4人以上

・ 実施する休業等および出向が労使協定に基づくちのであること。 （計画届とともに協定書の
提出が必要）

・ 過去に雇用調整助成金文は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が
新たに対象期聞を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えて

いること。

．受給手続き．（裏面イメージ穆照）

・ 事業主が指定した 1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに事前に
計画届を提出することが必要です。

・ 初めての提出の際は、雇用調整を開始する日の2週間前をめどに、 2回目以降については、
雇用調整を開始する日の前日までに提出して下さい（最大で 3判定基礎期間分の手続きを同時
に行うことができます。）。

・ 支給申請期聞は判定基礎期間終了後、 2か月以内です。

助成内容と受給できる金額 大企難 中小企難

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合
の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対

1/2 2/3 
する助成（率）

※対象労働者1人あたり B,330円が上限です。（令和2年3月1日現在）

教育訓練を実施したときの加算（額）
(1人1日当たり）

1, 200円

※支給限度回数は1年間で100目、 3年間で150日

。 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク しL020301企01
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｜助成金の受給手続きω ージ
（体業を行う場合｝

0生産指標が減少

O雇用指標が一定規模以上不増
（表面の「主な支給要件」に該当）

前
年
同
期

初回の計画提出時のみの確認事項

0対象期間の指定

O生産指標の確認

O雇用指標の確認

最
近

3
か
月

・＝判定基礎期間
計画や支給申請の
単位となる期間で、
賃金締め切り期間
と閉じです。

4
・・・
v

初回の計画届提出（休業開始2週間前まで）

Aの支給申請期間（2か月以内）

4月

5月

2回目以降の計画届提出（休業開始前固まで）

Bの支給申請期間（2か月以内）

対
象
期
間
（
任
意
の
1
年
間
）

11月

12月v 

詳細は、最寄りの労働局またはハローワークへお問い合わせください。
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。鮮精着

報道関係者各位

Press Release 

令和2年4月10日

【照会先】

職業安定局雇用開発企画課

課 長 ： 松 永 久

課長補佐：宮本淳子。

（代表） 03-5253-1111 （内線 5330)
（直通） 03-3502-1718 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置
を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います

～雇用問整助成金を活用して従業員の雇用の維持に努めてください。～

1 .雇用調整助成金の特例措置の追加実施について

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する

事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新

型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀な

くされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月 14日、

同月 28日及び3月10日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。

今般、これを拡充し、令和2年4月1日から同年6月30固までの聞は、緊

急対応期間として、上乗せの特例措置を講じます。

(1）緊急対応期間（令和2年4月1日～同年6月30日）の休業等の上乗せ特例

0休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を大幅に引き上げます。

上記期間内において、休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、

中小企業については2/3から 4/5へ、大企業については 1/2から 2/

3へ引き上げます。

さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、当該助成率

を、中小企業については4/5から 9/10へ、大企業については2/3から

3/4へ引き上げます。

0教育訓練の加算額を大幅に引き上げます。

上記期間内において、教育訓練が必要な被保険者の方に対して教育訓

練を実施した場合の加算額（対象被保険者 1人 1日当たり）を、中小企

業については 1,200円から 2,400円へ、大企業については 1,200円から

1, 800円に引き上げます。
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。 再省略 Press Release 

0教育訓練の範囲を大幅に拡大します。

上記期間内において、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練も

できるようするなど教育訓練の範囲の拡大を行うとともに、教育訓練の

受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせても良いこととします。

0生産指標の要件を緩和します。

生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で

10%の減少が必要でしたが、上記期間内においては、これを 5%の減少

とします。

0支給限度日数にかかわらず活用できます。

上記期間内に実施した休業は、 1年間に 100日の支給限度日数とは別

枠で利用できることとします。

0雇用保険の被保険者でない労働者も対象とします。

上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対

象に含めます。具体的には、週 20時間未満の労働者（／tート・アルバイ

ト（学生も含む）等）などが対象となります。

(2）雇用調整助成金を活用しやすくするための運用面の特例

0事後提出が可能な期間を延長します。

既に休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年5月

31固までは、事後に計画屈を提出することが可能となっていましたが、

この期間を同年6月30固までに延長します。

0短時間休業を大幅に活用しやすくします。

短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必

要がありましたが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とす

るなど、活用しやすくします。

0休業規模の要件の緩和

対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合（休業規模

要件）について、中小企業は 1/20以上、大企業は 1/15以上としていま

したが、これを中小企業は 1/40以上、大企業は 1/30以上に緩和します。

0残業相殺制度を当面停止します。

支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給するこ

と（残業相殺）を当面停止します。
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。鮮糊：争 Press Release 

2. 申請書類の大幅な簡素化について

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請

書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減すると

ともに、支給事務の迅速化を図ります。

具体的には、

・記載事項の半減（自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等）

－記載事項の簡略化（休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可と

する）

・添付書類の削減

などを行います。

また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピ

ー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提

出することができるようにします。
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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

雇用調整助成金 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度

新型コロナウイルス感染症特例措置

特例以外の場合の雇用調整助成金 (4月暴1日恵か苅8応6月期30間固まで）

感染拡大防止のため、この期間中は、 全国で以下の特例措置を実施

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主（全業種）

生産指標要件 3か月10°/o以上低下
生産指標要イ牛を緩和
(1か月 5°/o以上低下）

被保険者が対象
雇用保険被保険者でない労働者の

休業も助成金の対象に含める

助成率 2/3（中小）、 1/2（大企業）
4/5（中小）、 2/3（大企業）

（解雇等を行わない場合は9/10（中小）、 3/4（大企業））

計画届は事前提出 計画届の事後提出を認める（1月24日～6月30日まで）

1年のクーリング期聞が必要 クーリング期聞を撤廃

6か月以上の被保険者期聞が必要 被保険者期間要件を撤廃

支給限度日数 1年100日、 3年150日 同左＋上記対象期間

短時間一斉休業のみ 短時間休業の要イ牛を緩和

休業規模要件 1/20（中小）、 1/15（大企業） 併せて、休業規模要件を緩和（1/40（中小）、 1/30（大企業））

残業相殺 残業相殺を停止

教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練
4/5（中小）、 2/3（大企業）

助成率2/3（中小）、 1/2（大企業）加算額1,200円
（解雇等を行わない場合9/10（中小）、 3/4（大企業））

加算額 2.400円（中小）、 1,800円（大企業）
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（事業主の方へ）

，「

、

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
雇用調整助成金の特例を拡充します

～雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。～

雇用聞整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者

に対して一時的に休業、教育訓練文は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業

手当、賃金等の一部を助成するものです。

【特例の対象となる事第主】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

、

,J 

令和2年4月1日から令和2年6月30固 まで（緊急特例期間）の休業等に適用されます。

助成内容のポイント

①体難を実施した場舎の体損手当または徹宵酬練を実施した場合の
賃金相当翻の助成（※1.2) 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、かつ、
解雇等をしていないなど上乗せの要件（※3、4）を満たす事業主

⑧敏宵聞傭を実施したときの加算

教育訓練が必要な被保険者の方に、
教育訓練（自宅でインターネット等を用いた教育訓練含む）を実施※ 5

③支錨限度回数

通常時

緊急対応期間

⑨雇用保険被保険者でない方

雇用保険被保険者でない方を休業させる場合

※1対象労働者1人1日当たり 8,330円がよ限です。（令和Z年3月1日現在）

※2助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平鈎賃金額に
休業手当支払率（休業の場合は60%以よ、教育訓練の場合は100%）を掛け、 1日当たりの助成額単価を求めます。

※3 P2の【助成内容と対象の鉱充をします】の②を参照ください。

※4 出向は当該助成率は適用されません。

※5雇用保険被保険者のみが対象となりますa

※ 風俗営業等関係事業主への支給も可能とします。

中小企襲 大企難

助成車

4/5 2/3 

9/10 3/4 

加算翻

2, 400円 1,800円

限度目敏

1年間で100日

上肥限度回数とは別枠で利用可能

助膚車

上配①の助成率と閉じ

厚生労働省Hp 

． ｜離｜回 － －

LL020410企01
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク。
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（事業主の方へ）

【助成内容や対象を大幅に拡充します】

令和2年4月1日 から令和2年6月30固まで（緊急対応期間）の休業等に適用
されます。

①休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げます［ NEW.]
【中小企業：2/3から4/5ヘ】【大企業：1/2から2/3へ】

②以下の要件を満たし、解雇等しなかった事業主に助成率の上乗せをします［ NEW]
【中小企業：4/5から9/10ヘ】【大企業：2/3から3/4ヘ】

ア 1月24日から賃金締切期間（判定基礎期間）の末固までの聞に事業所労働者の解雇等

（解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契

約解除等を含む。）をしていないこと

イ 賃金締切期間（判定基礎期間）の末日における事業所労働者数が、比較期間（1月24日

から判定基礎期聞の末固まで）の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること

③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げをします ｜阻 .w ]
教育訓練が必要な被保険者の方について、 自宅でインターネット等巷用いた教育訓練も

できるようになり、加算額の引き上げを行います。【中小企業：2,400円】【大企業：1,800円】

※助成対象となる教育訓練となるか不明な場合には実施前に管轄の労働局等に

お問い合わせください。

④新規学卒採用者等も対象としています
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期聞が6か月未満の
盟畳章についても助成対象としています白
（※本特例は、休業等の初日が令和2年1月24日以降の休業等に適用されています白）

⑤支給限度回数に関わらず活用できます [NEW] 
「緊急対応期間』に実施した休業は、 1年間に100日の支給限度回数とは別枠で利用
できます。

⑥ 雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象とします［ NEW]

事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者（パート、アルバイト（学生も含む）等）など

が対象となります。

-2-
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【受給のための要件の更なる緩和をします】

休業等の初日が令和2年1月24日 以降のものに遡って適用され，ますo

ただし、①生産指標の要件緩和については、
緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用されます。

①生産指標の要件を緩和します［ NEW]
ア生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でした
が、対象期間の初日が緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日まで
の聞は、これを5%減少とします。

イ生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。
（※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。）

②最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています

③雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件（クーリング期間）を撤廃しています
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、前回の支給対象期間の
満了日から1年を経過していなくても助成対象としています。

④事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和しています
（※この場合の、生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月を比べます。）

⑤休業規模の要件を緩和します ［NEW]
休業等の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の1/20（中小企業）、，/15（大企
業）以上となるものであることとしていましたが、これを1/40（申小合業）、 1/30（大合業）
以上に緩和します。

【雇用調整助成金が活用しやすくなります】
休業等の初日が令和2年1月24日 以降のものに遡って適用されます。

①事後提出を可能とし提出期間を延長します［ NEW]
すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、 令和2年6月30日までは、事後に

提出することが可能です。
（※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。）

②短時間休業の要件を緩和し活用しやすくします［ NEW]
短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、
事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象とする等緩和し、活用しやすくします。

③残業相殺制度を当面停止します［ NEW]
支給対象となる休業等から時間外労働等の時聞を相殺して支給すること（残業相殺）を
当面停止します。
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【短時間休業の要件緩和の活用例】

①立地が独立した部門ごとの短時間一斉休業を可能とします。
（例：客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業）

②常時配置が必要な者を除いて短時間休業を可能とします。
（例：ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業）

③同じ勤務シフトの労働者が閉じ時間帯に行う短時間休業を可能とします。
（例： 8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う）

【教育訓練の拡充の活用例】

－従前は訓練日に就労することができませんでしたが、半日訓練後、半日就労すること

を可能とします。
（※半日訓練の場合は、加算額が半額になります。）

・感染防止拡大の観点から、自宅等で行う訓練も助成対象となる訓練とします。
※助成対象となる教育訓練となるか不明な場合には実施前に管轄の労働局等に

お問い合わせください。

緊急対応期間中の休業ば

－助成率!J..E＋よ重量助成

．教育訓練加算額盟

令和2年6月30日
圃対象労働者の盤左

．支給限度日数は別カウント令和2年4月1日

．支給までの流れ

支
給
・
不
支
給

判定基礎期間
終了後2か月以内

に申請

休業等
実施
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【通常時】
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（事業主の方へ）

雇用調整助成金の申請書類を簡素化します

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関す
る申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負
担軽減と支給事務の迅速化を図ります。

戸 載事項を約5割削減73事項→38事問減（企35事項）

・残業相殺制度を当面停止（残業時間の記載不要に）

・自動計算機能付き様式の導入により記載事項を大幅に削減

記載事項の大幅な簡略化

・日ごとの休業等の実績は記載不要（合計日数のみで可）

片 付書類の削減

・資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止

．休業協定書の労働者個人ごとの「委任状Jを廃止

・賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を廃止（システムで確認）

添付書類は既存書類で可に

・生産指標→「売上」が分かる既存の書類て可

・出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可

計画届は事後提出可能（～6月30固まで）

＼ 
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【計画眉に必要な書類】（休業の場合）

－書類名 簡素化内容（記載事項29事項→21事項 （A.8事項） ）

休業製叢晶（桂更）届 ・事後提出（申請時に提出）を可能に｛～6L]O（火｝まで｝

雇用農苦言語諸藷動の ．（襲警霊平屋三震夫ピ筆書多要事委採量五ど羽！こ

休業警舗編 論 一 顧 －作成不要（様式第5号（3）として提出可）

司説議量斡輯指 －作成不要

休業協定嘗、議~I練協定書 連 主代表選任届に添付を求めていた個別の翻状を

事業所線車輸する書類 ：霊 薬害実鱗諜 舘 吉本額伽す書類l茎

【支給申請に必要な書類】（休業の場合）

書類名 ｜ 簡素化内容（記載事項44事項→17事項 （A.27事酒））

：韓関鱗鴎努室長信逼書事駒大幅に削減旬都議）

： 韓＇~棄権時間と民諸君皇室交－~IH虚鯨結晶

書
ロ
宝
斗

「いt＼え」を簡易に回答可能な様式に変事「はt＼』

I!t!量買哩量骨量量百fol¥

桝凪Jr::l'~『t;，守己官記手 z壷錨 －添付不要

知識審議ま訓1: 111m~鰐号室fも
'• ~‘ 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL020410企02
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